
　　　　　　　対象となる区域…公共下水道処理区域、
　　　　　　特定環境保全公共下水道処理区域（相内
地区）、農業集落排水処理区域（梅田地区・藻川地
区・蒔田地区）・漁業集落排水処理区域（十三地区）
を除く市内全域

補助対象の要件

▽自らが居住することを目的とした住宅に浄化槽を新
たに設置する方または浄化槽が新たに設置される住
宅を建築・購入する方

▽市税等を滞納していない方

▽市に住民登録をしている方または住民登録を行う方

注意事項

▽すでに設置済みの合併処理浄化槽の更新・改築は補
助対象外です。

▽着工前に申請し、市の確認を受ける必要があります。

▽令和５年３月10日㈮までに設置を完了し、同期日ま
でに報告書を提出する必要があります。

▽店舗を含む住宅や一軒家の貸家の場合、別に要件が
あります。

補助の限度額・基数

受付期間…４月１日㈮～12月23日㈮
　　　　　（土曜・日曜日、祝日を除く）

＊予算の範囲内で随時受付します。
＊申請に必要な書類は４月１日㈮から下水道課で配
　布します。
＊詳細は、お問い合わせいただくか市ホームページ
　で確認できます。

問い合わせ・申請先…下水道課　内線2756 

　通学路や公園は、周囲からの視線がなければ、犯罪
の起こる可能性がある危険な場所となるので、住民の
見守りの目で、子どもたちの安全につなげましょう。

▽地域住民が、玄関や庭先での掃除、買い物、犬の散
歩等の日常活動を行う際、防犯の視点をもって見守
りを行う「ながら見守り」を推進します。

▽子どもの登下校の時間帯に、自宅で「家事をしなが
ら」、屋外で「散歩しながら」、会社で「一息いれな
がら」など周囲の風景を見て、子どもを見守る活動
を推進します。

～「登下校見守る目運動」の推進 ～

　子どもたちが登校する午前７時から８時までと、下
校する午後２時から５時までの時間帯に、大人は積極
的に外での用事、例えば玄関先の掃除や花の水やり、
犬の散歩、買い物などをしながら、子どもを見守るこ
とを生活の一部にしようという運動です。

▽商業等の事業者に、日常の事業活動を行いながら防
犯の視点をもって見守りを行う「ながら見守り」を
推進します。

▽「こども・女性110番の家」
は、協力者がステッカー
を見やすい場所に貼るこ
とで、子どもや女性が

「声かけ」「つきまとい」
など、何らかの被害に遭
ったとき、または、遭い
そうになったときに一時
的に保護するとともに、
警察などへ連絡して被害
者の安全を確保するボラ
ンティア活動です。

　市では、活動にご協力いただける方を募集していま
す。負担にならないよう、不審者を取り押さえたり、
相談所のような対応はお願いしていませんので、ご安
心ください。
　また、ステッカーを見やすい場所に貼ることにより、
地域の防犯にもつながりますので、お気軽にお問い合
わせください。
問い合わせ先…環境対策課　内線2365

　掲載した各種イベント等は新型コロナウイルス感染症の感染予防と
拡大防止の観点から中止・延期等となる場合がありますので、ご了承
ください。また、各種イベント等に参加する際はマスク着用などの感
染症対策にご協力をお願いします。

地域住民の『ながら見守り』の推進 『こども・女性110番の家』の協力者を募集

地域で見守り  広げよう！「地域の目」活動
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５人槽 35万2，000円

合計80基を予定６～７人槽 44万1，000円

８～10人槽 58万8，000円

浄化槽設置費用を補助します　【新築工事・改築工事いずれも対象です】
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